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(熊本県腐岨病まん延防止規則の一部改正)
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と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行
規則の一部改正)

第 15条 熊本県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在
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までの規定中「⑮ j を削る。
(熊本県職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
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注

等
子
一
の

庭
母
の
式

家
県
)
様

子
本
号
号

。
母
熊

2

1

る
県

3
第

め
本
条
第
記

口
一
改
熊

0
則
別

に
(

2
規

信
用

こ改め、

注第 2号同様式中注第 1号を削り、
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J
 

H
Hド

「
「
「「

の一部を次

の一部を次のよう

の一部を次のよ

を削り、同様式注意事項中第 1号を削
第 4号を第 3号とする。
を削る。

第 38号号外

を注とする。
別記第 4号様式の注以外の部分中
別記第 6号様式中「印」を削る。

(熊本県土地区画整理法施行細則の一部改正)
第 2 1条 熊本県土地区画整理法施行細則(昭和 34年熊本県規則第 33号)

のように改正する。
別記第 1号様式の注意事項以外の部分中「印」

り、第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とし、
別記第 2号様式の注意事項以外の部分中「印」

(熊本県分収造林指導規則の一部改正)
第 22条 熊本県分収造林指導規則(昭和 35年熊本県規則第 48号)

に改正する。
別記第 5号様式及び別記第 8号様式中「印」

(熊本県養鶏振興法施行細則の一部改正)
第 23条 熊本県養鶏振興法施行細則(昭和 36年熊本県規則第 58号)

うに改正する。
別記第 1号様式及び別記第 4号様式を次のように改める。

を削る。

報/，¥. 
..L二、

を削る。

県本
己
巳
竹

内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 30日



令和 3年 (2021年)7月 30日金曜熊本県公報 号外第 38号 14

いこ !、 '1 

I 11 1 し 11 1" トし

" 

i"1 '1' 11 

j
 

ノ

ー 111 I 

11 

、! 一 I1 j'， :.1 .-

1'1 '，J 

5 ふ化場の措置の語日置状揖

(桂) 1 ふ化構が2箇所以上ある場合i立、2から5までを別紙として品化構ごとに記載し

てください。

2 4の衰の輯験の艶聞の欄には、種卵のふイ誌に話事した期問者記載してくださ
L、。



令和 3年 (2021年)7月 30日金曜熊本県公報 号外第 38号 15

11 

，，1 

1." 11 

j
 

II ，，_ ↓ 11I 

5 ふイ臨場の擁設の配置状祝

(控) 1 ふ化場が2箇所以上ある場合は、2から5までを船艇としてふ化場ごとiと記載し

てください。

2 4の衰の糠験の期間の欄には、種卵のふ化に誕事した期間安記載してくださ
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ll」

H
Hド

ロ
ト 「氏名」に、 「所轄安定所

lJに改める。

の一部を次のように改

のー

の一部を次のように改正

の一部を次のように改正

の一部を次のように改

第 38号

号R
U
 

号

5
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第
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0

0
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削

0
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を
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を
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熊
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…
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…
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…
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…
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規
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7
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様

様
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、

、
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岡
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「
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「
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を

報

1
1
1
4
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」

H
Hド
円
H
ド

ロ
ト
「
「
「

「

l
l

「
l

/，¥. 
..L二、県本

己
巳
竹

内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 30日

を別記第 1 1号様式中
H
H「

「「「

を削る。J
 

H
Hドι↑
 

「

に改める。
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第 3号とし、第 5号を第 4号とする。
別記第 4号様式の注以外の部分中「印」

第 2号とする。
別記第 4号様式の 2の注以外の部分中

号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。
別記第 5号様式の注以外の部分中「印」

第 3号とし、第 5号を第 4号とする。
別記第 7号様式の注以外の部分中「印」

第 2号とする。
(熊本県港湾管理条例施行規則の一部改正)

第 3 3条 熊本県港湾管理条例施行規則(昭和 4 1年熊本県規則第 3 8号)
ように改正する。

別記第 2号様式その 1の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式その 1の(注)中
第 1号を削り、第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とし、第 4号を第 3号とし、同様
式その 2の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式その 2の(注)中第 1号を削り、
第 2号を第 1号とし、第 3号から第 5号までを 1号ずつ繰り上げ、同様式その 3の(注)
以外の部分中「印」を削り、同様式その 3中(注)第 1号を削り、 (注)第 2号を(注)
とする。

別記第 5号様式の(注)以外の部分中「印 I
第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とする。

別記第 7号様式その 2の(注)以外の部分中
1号を削り、 (注)第 2号を(注)とする。
別記第 8号様式の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式(注)

第 2号を第 1号とし、第 3号から第 5号までを 1号ずつ繰り上げる。
別記第 10号様式の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式中(注)第 1号を削り、

(注)第 2号を(注)とする。
別記第 11号様式の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式(注)中第 1号を削り、

第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。
別記第 12号様式の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式中(注)第 1号を削り、

(注)第 2号を(注)とする。
別記第 13号様式の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式(注)中第 1号を削り、

第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。
別記第 14号様式の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式(注)中第 1号を削り、

第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とする。
別記第 15号様式の(注)以外の部分中「印」

(注)第 2号を(注)とする。
別記第 15号の 2様式を次のように改める。

第 38号号外報/，¥. 
..L二、県本

己
巳
竹

内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 30日

同様式注中第 2号を削り、第 3号をを削り

同様式注中第 2号を削り、第 3を削り、J
 

H
H
ドι↑ 「

同様式注中第 3号を削り、第 4号をを削り

同様式注中第 2号を削り、第 3号を

第

の一部を次の

中第 1号を削り、

中第 1号を削り、

を削り、同様式中(注)第 1号を削り、

(注)同様式その 2中

(注)同様式

を削り、

を削り

l
l
」

H
H
ドι↑

 

「
l
l

を削り



令和 3年 (2021年)7月 30日金曜熊本県公報 号外第38号 18
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ー十 11'1 l' 1 11 ，1' 1: 1， ( ，11じ!ー 11，

，11= j. _， 1ρ11 ; -1 1 l' 1 I 1 I 1 

1 
1'1，' '1，1 

r. I 
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イ :111 11，1 

11' iI 

j i ii i j 十l 、

- l' 

， .; It 

l' 11 11 

擁 重要

(住) 1 船舶検査証樺の写しを離付してください。

2 所有者と申請者が轟なる場合は所有者から懐用を許可されたことを証する書

類者添付してください。

3 共同所有の場合は、新有者全員の甑用許可申謂に悟る同意書者揖出してくださ

L、0
4 不重要の文字は、抹糊してください。



令和 3年 (2021年)7月 30日金曜熊本県公報 号外第 38号 19

'_I_ : 11 1 

11. iI 

11 11 

11 
ーヘ

j .1.1 _， - • 11 • 

1'1 111 一、

11 ，1 . I 
11 ‘ 

1 

1 111 . 1 

11. " 

L-:，I 

I l' • I 

{撤) 1 係船噂用津桟橋又は陸上探管施設の使用許可を受けている船舶iこあっては、難

詞3欄の記入は不聾です。

2 不要の文学は、抹摘してください。



20 第 38号号外報/，¥. 
..L二、県本

己
巳
竹

内目ハ金曜令和 3年(2021年)7月 30日

11 

1，じ

11三 e、 .1
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11 

11こU 11 
ー 11

1 

" 、)守 " ート，1、 i

1 1，1 1 ， • I iじ
f 1 

I 1 d 1 1 1 

1 

- 11 

f I 
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別記第 15号の 2の 2様式の(注) 以 外 の 部 分 中 「 印 J を削り、同様式(注)

号を削り、第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。
別記第 15号の 3様式の(注)以外 の 部 分 中 「 印 」 を 削 り 、 同 様 式 ( 注 ) 中 第 1号を

削り、第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とする。
別記第 15号の 4様式の(注)以外の部分中「印」

削り、 (注)第 2号を(注)とする。
別記第 15号の 5様式の(注)以外の部分中「印」

削り、第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とする。
別記第 16号様式の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式中(注)第 1号を削り、

(注)第 2号を(注)とする。
別記第 19号様式の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式(注)中第 1号を削り、

第 2号を第 1号とし、第 3号から第 5号までを 1号ずつ繰り上げる。
別記第 20号様式の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式(注)中第 1号を削り、

第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。
別記第 2 1号様式の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式(注)中第 1号を削り、

第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とする。
別記第 22号様式の(注)以外の部分中「印」を削り、同様式(注)中第 1号を削り、

第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とする。
(熊本県養蜂振興法施行細則の一部改正)

第 34条 熊本県養蜂振興法施行細則(昭和 4 1年熊本県規則第 43号)
うに改正する。
別記第 1号様式の備考以外の部分 中「印」を削り、同様式備考中第 1号を削り、第 2

号を第 1号とし、第 3号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。
別記第 2号様式の備考以外の部分中「印」及び「平成」を削り、同様式備考中第 1号

を削り、第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。
別記第 3号様式の備考以外の部分 中「印」を削り、同様式備考中第 1号を削り、第 2

号を第 1号とし、第 3号を第 2号とし、第 4号を削る。
別記第 4号様式中「氏名 印」を

削る。
(熊本県宅地造成等規制法施行細則の一部改正)

第 35条 熊本県宅地造成等規制法施行細則(昭和 4 2年熊本県規則第 16号)
次のように改正する。
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第号 I J 

(熊本県宅地建物取引業法施行細則の一部改正)
第 36条 熊本県宅地建物取引業法施行細則(昭和 4 2年熊本県規則第 17号)

次のように改正する。
別記第 9号様式中「氏名

注第 2号を注とする。
別記第 10号様式中「氏名

り、注第 2号を注とする。
(熊本県製菓衛生師法施行細則の一部改正)

第 37条 熊本県製菓衛生師法施行細則(昭和 4 2年熊本県規則第 40号)
ように改正する。

別記第 1号様式の備考以外の部分中
号を第 1号とし、第 3号を第 2号とし、

別記第 2号様式を次のように改める。
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中第 1号を削り、
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の一部を次のように改
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を削る。

名団」
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内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 30日
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第 49条 熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則(昭和 4 7年熊本県規則第 60 
号)の一部を次のように改正する。

別記第 1号様式の備考以外の部分中
別記第 2号様式の備考以外の部分中

第 1号を備考とする。
別記第 3号様式の備考以外の部分中

第 1号を備考とする。
別記第 4号様式の備考以外の部分中

第 1号を備考とする。
別記第 5号様式の備考以外の部分中
別記第 6号様式の備考以外の部分中
別記第 7号様式の備考以外の部分中

第 1号を備考とする。
別記第 8号様式の備考以外の部分中

第 1号を備考とする。
別記第 9号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考第 3号を削る。
別記第 10号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考第 6号を削る。
別記第 11号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考第 4号を削る。
別記第 12号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式中備考第 2号を削り、備

考第 1号を備考とする。
別記第 13号様式の備考以外の部分中

考第 1号を備考とする。
別記第 14号様式の備考以外の部分中

考第 1号を備考とする。
(熊本県行政書士法施行細則の一部改正)

第 5 0条 熊本県行政書士法施行細則(昭和 4 7年熊本県規則第 7 3号)
うに改正する。
別記第 1号の 2様式中

式(注)を削る。
(熊本県温泉法施行細則の一部改正)

第 51条 熊本県温泉法施行細則(昭和 48年熊本県規則第 27号)
改正する。

別記第 1号様式及び別記第 2号年

別記第 3号様式中「印」及び「
L一一....l!!i!

G 0 )の共埴様式ですので、宛先を菩き

28 第 38号号外報/，¥. 
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己
巳
竹

内目ハ金曜令和 3年(2021年)7月 30日

同様式備考第 4号を削る。
同様式中備考第 2号を削り、備考

を削り、
を削り、

l
l
l
-
l
l
l
 

H
Hド

H
Hド

巴
ト
巴
ト

「「l
l

「「l
l
ll
 

同様式中備考第 2号を削り、備考を削りl
l
」

円
H
ド

「
「
「

「
l

同様式中備考第 2号を削り、備考

同様式備考第 5号を削る。
同様式備考第 5号を削る。
同様式中備考第 2号を削り、備考

を削り

を削り、
を削り、
を削り、

l
l
」

円
H
ド

「
「
「

「
l

「印」
「印」
「印」

同様式中備考第 2号を削り、備考

同様式中備考第 2号を削り、備

同様式中備考第 2号を削り、備

を削り、

を削り、

を削り

J
 

H
H
ドι↑ 「

J
 

H
H
ドι↑ 「

l
l
」

円
H
ド

「
「
「

「
l

の一部を次のよ

同様に改め、名」「氏をJ
 

H
H
ド

ロ
ト名「氏

Lを削る。

別記第 3号様式の 2から別記第 6号様式の 3までの規定中「印|を削る
I I注 この様式は、九州各県(沖縄県を除く。

別記第 6号様式の 4中「印」及び | 樟えてい汗 F ければ、九州各県で停用で

IFじo )の共埴様式ですので、宛先を菩き IJを削る。

別記第 6号様式の 5の(備考)以外の部分中「印」を削り、
を削り、 (備考)第 2号を(備考)とする。

別記第 7号様式の(備考)以外の部分中「印」
り、 (備考)第 2号を(備考)と土手

別記第 8号様式中「印 I及び II注

じ。)共通様式ですので、宛先を書き

の一部を次のように

(備考)第 1号同様式中

同様式中(備考)第 1号を削を削り、

月同¥沖縄県を|疑く。以1'1百

九州各県で使用できます

クIて ¥ iT 11''1ヨクIく'c!.. I'lJ、
九州各県で使用できま

c 。

別記第 9号様式の 2中 l
l
」

H
H
ドι↑

 

「
l
l

を削る。宛先を菩きの共埴様式ですので、下|司じ。)
すハ
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別記第 9号様式の 3中

下|司じ。)の共通様式ですので、
す

別記第 10号様式中「印」を削る。

別記第 10号様式の 2中「印」及び

本

及び

金曜

」
円
H
ド

仁
卜「

令和 3年 (2021年)7月 30日

I I注 この様式は、九州各県(沖縄県を除く。
l でい?炉ければ、九州各県で桔用で失主寸

ムt'1司じ o )の共埴様式ですので、日を書き換え IJ を削る。

別記第 10号様式の 3及び別記第 14号様式から別記第 16号様式までの規定中
を削る。

別記第 18号様式中 この様式い、
えてい汗 tf'~ 

宛先を菩き Lを削る。

別記第 19号様式中「印 I及び II庄 この様式は、九州各県(沖縄県を|除く。以卜
| 埠支ていただければ、九州各県で停用で宍主す

円じ o )の共通様式ですので、宛先を菩き IJを削る。

別記第 20号様式中「印」及び II庄 この様式は、九州各県(沖縄県を|除く。以卜
| 埠支ていただければ、九州各県で停用で宍主す

円じ o )の共埴様式ですので、宛先を菩き IJを削る。

(熊本県漁港漁場整備法施行細則の一部改正)
第 5 2条 熊本県漁港漁場整備法施行細則(昭和 4 8年熊本県規則第 3 6号)

のように改正する。
別記第 1号様式の備考以外の部分中

第 2号を備考とする。
別記第 2号様式の備考以外の部分中

第 2号を備考とする。
別記第 3号様式の備考以外の部分中「印」

号を第 1号とし、第 3号を第 2号とする。
別記第 4号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考中第 1号を削り、第 2

号を第 1号とし、第 3号から第 5号までを 1号ずつ繰り上げる。
別記第 5号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考中第 1号を削り、第 2

号を第 1号とし、第 3号から第 5号までを 1号ずつ繰り上げる。
別記第 6号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式中備考第 1号を削り、備考

第 2号を備考とする。
別記第 7号様式を次のように改める。

l
l
」

円
H
ド

「
「
「

「
l

及び-」
円
H
Y

「
「
「

「
l

の共埴様式ですので、間で。

の一部を次

同様式中備考第 1号を削り、備考を削り、l
l
」

H
H
ド

ロ
ト

「

l
l

同様式中備考第 1号を削り、備考を削り、l
l
」

H
H
ド

ロ
ト

「

l
l

同様式備考中第 1号を削り、第 2を削り
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ーy， + 円

ィイ ムナト工 1 

，1 +' 'ムナ
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一」

二ヒ
n ドードー

， 

聴覚障害者用録画物等貸出し簿(情報機器)

貸出し
情報機器名

整理
住 所・氏 名

返却
月 日 番号 JJ 13 

/ / 

I / 

I / 

/ / 

I / 
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11 
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-
11 

同

~. J 1つ上全

ーーし i

E月二三

寸7

w 

J、、

ヤ

「下 τ{ ー
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、千〆一

中廿一
"λ、

W~ 

ー

も

、

?十

，I.j 守山

1 1 1 rt， 'j I 句 正 1;['1中マ-

11丁、， Iごワ1"('1 C '1 

1 l' ハ古作、~ j I ，.ニ らムー→

LAj 品以i山山ムu~瓦山i山山 ~q';) ，，~，U U j.j" ;"..)山Lム j

(6) 土石の接取が飽の事業に及iます影響及びその対策の概璽を記載したもの

(7) 申轄に係る特為に関し胞の持政庁の許可、輯可その協の処分を受けること惑と

必要とするときは、その処分を受けていることを示す書留又は受ける見込みに

関する書面

(8) 利害関係者がある場合にあってはその冊意書

(9) 砂利の謀散をする場合にあっては、砂利の用途別の数量を記載した書面

(10) 覆砂臣的の砂利の採取をする場合にあっては、覆砂に使用することを証する

書画

法 (10)の書置を訴付できない事情がある場合は、その昏を記載した書置を申譜

書に添付し、後日 (10)の書面を取得後直ちに握出してください。

ーさτ可



信

用
円只規県本

己
巳
山

A
Hハ年

G

o

o

-

2

る

る

る

印

号

)

)

5

削
削
削
「

3

号

注

)

和

を

を

を

中

6

7

(

正

昭

考

考

考

分

第

6

式

改

(

備

備

備

部

則

第

る

様

部

則

式

式

式

の

規

則

。

め

同

一

細

様

様

様

外

県

中

規

る

改

、

の

行

同

同

同

以

本

式

県

め

に

り

則

施

、

、

、

考

熊

様

本

改

う

削

細

律

り

り

り

備

。

年

号

熊

に

よ

を

行

法

削

削

削

式

る

2

4

年

」

の

」

施

る

を

を

を

様

す

」

5

第

2

て
次

印

律

す

」

」

」

同

と

印

)

和

記

5

し
を

「

法

関

印

印

印

、

考

、

「

正

昭

別

)

和

名

で

中
中
中
中
る
に
。
「
「
「
り
備

o

り

中

改

(

び

正

昭

署

ま

分

分

分

分

す

掃

る

中

中

中

削

を

る

削

分

部

則

及

改

(

「

式

部

部

部

部

関

清

す

分

分

分

を

号

削

を

部

一

規

式

部

則

を

様

の
の
の
の
に
び
正
部
部
部
」

2
を

」

の

の

行

様

一

細

」

号

外
外
外

o

外
掃
及
改
の
の
の
成
第
J
成

外

則

施

号

の

行

て

3

以
以
以
る
以
清
理
に
外
外
外
平
考
印
平
以
規
例

3
則

施

し

第

)

)

)

す

)

び

処

う

以

以

以

「

備

「

「

考

行

条

第

細

法

印

記

注

注

注

と

注

及

の

よ

考

考

考

中

、

中

中

備

施

活

記

行

助

押

別

(
(
(
)
(
理
物
の
備
備
備
2
り
3

4

の

例

生

別

施

救

び

ら

の
の
の
注
の
処
棄
次
の
の
の
の
削
の
の
式
条
費
、
法
害
及
か

式
式
式
(
式
の
廃
を
式
式
式
式
を
式
式
様
活
消

o
式

助

災

名

式

様
様
様
を
様
物
県
部
様
様
様
様
号
様
様
。
号
生
県
る
様
救
県

o
署
様

号
号
号
号
号
棄
本
一
号
号
号
号
1
号
号
る

1
費
本
す
号
害
本
る
「
号

2
3
4
2
5
廃
熊
の

3
5
8
8
第

8

8
削

1
消
熊
正

1
災
熊
す
中
1

第

第

第

第

第

県

)

第

第

第

第

考

第

第

を

第

県

改

第

県

正

条

第

記
記
記
)
記
本
条
号
記
記
記
記
備
記
記
考
記
本
条
に
記
本
条
改

5
記

別
別
別
注
別
熊
0

1
別
別
別
別
中
別
別
備
別
熊

1
う
別
熊

2
に
第
別

(

(

6

5

式

式

(

6
よ

(

6
う

折

田

用

折

田

用

信

用

35 

「印」
「印」
「印」

第 38号

同様式(注)を削る。
同様式(注)を削る。
同様式中(注)第 1号を削り、

号外報

を削り
を削り
を削り、

/，¥. 
..L二、県本己

巳
竹

内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 30日

同様

を削る。

を削り

同様

の一部を次の

の一部を次のよ

を削り、

同様式備考を削る。

J
 

H
H
ドι↑ 「

」
円
H
ド

仁
卜「

を削る。

同様式備考以外の部分中

を削り、
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人
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ト同 'J 

門

(所在地)

氏 名

{法人その他の閏体にあっては、その名称)

熊本県知事氏 名様
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トH 斗「

ト円 一→→ー

守

(能人そのf慌の鴎体にあっては、その名称)

熊本県知事民 名様



令和 3年 (2021年)7月 30日金曜熊本県公報 号外第38号 38
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円

」

ぃ1下 eトベ ，'_ i~ 

-+十
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」←「

←十
ーー

ー十一

つ

」

(法人その佑の団体にあっては、その名称)

熊本県知事民 名様
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(所在地)
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W， 

氏 名

u 

トr

11 

(法人その他の団体にあっては、その名称)
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…j. λ 日

住所

(所在地)

氏名

{浩人その佑の悶体にあっては、その名称)

鶴本県知事民 名様
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42 

別記第 5号様式及び別記第 6号様式中「印」を削る。
別記第 7号様式及び別記第 8号様式を次のように改める。

第 38号号外報/，¥. 
..L二、県本

己
巳
竹

内目ハ金曜令和 3年(2021年)7月 30日
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上記の令書を受横しました。

年月 際午製 時分

住所

(所在撒)

氏 名

〈法人その他の団体にあっては、その名称)

熊本県知事託 名犠
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下

住 所

(所在地)

氏名

(法人その他の団体にあっては、その名称)

熊本県知事氏 名様



別記第 10号様式及び別記第 12号様式中「印」を削る。
(熊本県身体障害者リハビリテーションセンター規則の一部改正)

第 6 3条 熊本県身体障害者リハビリテーションセンタ一規則(昭和 53年熊本県規則第
4 9号)の一部を次のように改正する。
別記第 1号様式及び別記第 2号様式中「印」を削る。

(熊本県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正)
第 64条 熊本県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和 54年熊本県規則第 49号)

の一部を次のように改正する。
別記第 1号様式中「氏名 印」を「氏名」に、「確認印」

認欄」に改め、 「旬」を削り、同様式注中第 1号を削り、第 2号を第 1号とし、
を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。

別記第 3号様式の注以外の部分中「印」
別記第 8号様式中「氏 名
別記第 9号様式中「氏 名
別記第 10号様式中「氏 名
別記第 1 1号様式の注以外の部分中

号を注とする。
別記第 21号様式の注以外の部分中

号を注とする。
別記第 2 3号様式の 2の注以外の部分中

第 1号を注とする。
別記第 24号様式の注以外の部分中

号を注とする。
別記第 2 7号様式の注以外の部分中
別記第 2 8号様式中「印 J を削る。
別記第 29号様式の注以外の部分中

る。
(熊本県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

第 6 5条 熊本県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(昭和 5 6年熊本県規則第 3
号)の一部を次のように改正する。

別記第 3号様式の備考以外の部分中「印」を削り、
(熊本県伝統工芸館条例施行規則の一部改正)

第 66条 熊本県伝統工芸館条例施行規則(昭和 57年熊本県規則第 56号)
のように改正する。

別記第 4号様式中「印」を削る。
(熊本県興行場法施行条例施行規則の一部改正)

第 6 7条 熊本県興行場法施行条例施行規則(昭和 5 9年熊本県規則第 4 3号)
次のように改正する。

別記第 1号様式(表)中 11調査貰寸
に改め、同様式(裏)中「印」を削るコ

別記第 2号様式中 1I調 査 官1
1 I台帳記入済|印 IJを 1I台帳記入済
1 Iシステム登録済| I Jに改める。
別記第 3号様式の備考以外の部分中「印」
別記第 4号様式中「印」を削る。

(熊本県化製場等に関する法律施行条例施行規則の一部改正)
第 6 8条 熊本県化製場等に関する法律施行条例施行規則(昭和 5 9年熊本県規則第 4 4 

号)の一部を次のように改正する。
別記第 1号様式の(備考)以外の部分中
別記第 2号様式の(備考)以外の部分中
別記第 5号様式の(備考)以外の部分中
別記第 8号様式の(備考)以外の部分中

り、 (備考)第 2号を(備考)とする。
別記第 9号様式中「印」を削る。

(熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正)
第 6 9条 熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和 60年熊本県規

則第 62号)の一部を次のように改正する。
別記第 1号様式の(注)以外の部分中「印」

第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とする。
別記第 2号様式、日IJ記第 6号の 2様式及び別記第 6号の 4様式中

(熊本県野外劇場条例施行規則の一部改正)
第 70条 熊本県野外劇場条例施行規則(昭和 6 2年熊本県規則第 10号)

ように改正する。
別記第 4号様式中「印 J を削る。
(熊本県地下水保全条例施行規則の一部改正)

第 71条 熊本県地下水保全条例施行規則(平成 2年熊本県規則第 56号)
ように改正する。

別記第 1号様式の備考以外の部分中
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注第 1同様式中注第 2号を削り、を削りl
l
」

円
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「
「
「

「
l

注同様式中注第 2号を削り、を削りl
l
」

円
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注第 2同様式中注第 1号を削り、を削り、l
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同様式注を削る。を削りl
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同様式注中第 3号及び第 4号を削

の一部を次

に
を

の一部を

を 11葡歪買っ
に、 1 [システム登録済|印

同様式備考を削る。

1 I ~)liJ;歪Eを

を削り

町

円

l
l
」

円
H
ド

「
「
「

「
l

同様式備考を削る。を削り

同様式(備考)を削る。
同様式(備考)を削る。
同様式(備考)を削る。
同様式中(備考)第 1号を削

を削り
を削り
を削り、
を削り

「印」
「印」
「印」
「印」

中第 1号を削り、

の一部を次の

の一部を次の

を削る。」
円
H
ド

仁
卜「

(注)同様式を削り

を削る。l
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」
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別記第 3号様式の備考以外の部分中「印」を削る。
別記第 4号様式の備考以外の部分中「印」を削る。
別記第 5号様式の備考以外の部分中「印」を削る。
別記第 8号様式の備考以外の部分中「印」を削る。
別記第 9号様式及び別記第 10号様式中「印」を削る。
別記第 1 1号様式の備考以外の部分中「印」を削る。
別記第 12号様式の備考以外の部分中「印」を削る。
別記第 13号様式の備考以外の部分中「印」を削る。
別記第 14号様式の備考以外の部分中「印」を削る。
別記第 17号様式中「氏名
別記第 18号様式から別記第 24号様式までの様式中

(熊本県農業公園条例施行規則の一部改正)
第 7 2条 熊本県農業公園条例施行規則(平成 3年熊本県規則第 39号)

うに改正する。
別記第 4号様式中「印」を削る。

(熊本県食烏処理の事業の規制及び食烏検査に関する法律施行細則の一部改正)
第 7 3条 熊本県食烏処理の事業の規制及び食烏検査に関する法律施行細則(平成 3年熊

本県規則第 53号)の一部を次のように改正する。
別記第 1号様式の備考以外の部分中「印」を削り、
別記第 2号様式の備考以外の部分中「印」を削り、
別記第 4号様式の備考以外の部分中「印」を削り、
別記第 7号様式を次のとおり改める。

第 38号

に改める。

の一部を次のよ

同様式備考を削る。
同様式備考を削る。
同様式備考を削る。

号外

を「氏名」
を削る。
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を
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。
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。
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を
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。
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と
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と
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と
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第
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熊
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に

第
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を削り

第

同様式備考中第 1号を削り、第

同様式備考中第 1号を削り、第

同様式中備考第 1号を削り、備

同様式備考中第 1号を削り、

第 38号号外

を削り

を削り、

を削り

報/，¥. 
..L二、県本

己
巳
竹

内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 30日

の一部を次

第 2同様式備考中第 1号を削り、を削り、
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l
l
」

円
H
ド

「
「
「

「
l 同様式中備考第 1号を削り、備考

合

名

人

合

名

場

氏

法

場

氏

の
の
(
の
の

入

者

名

人

者

法

表

氏

法

表

代

代

。1

2

「

る削
考

を
備

北
存
「

備式主
主

『

4
b
q
1
!同

の一部

第 38号

別記第 5号様式の備考以外の部分中
第 2号を備考とする。
(熊本県毒物及び劇物取締法施行細則の一部改正)

第 8 3条 熊本県毒物及び劇物取締法施行細則(平成 14年熊本県規則第 12号)
を次のように改正する。

別記第 3号様式の備考以外の部分中

号外報

を削り

/，¥. 
..L二、県本

己
巳
竹

内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 30日

を削りl
l
」

円
H
ド

「
「
「

「
l

に改める。

1 法人の場合
代表者の氏名
2 氏名(法人

「 法人の場合
代表者の氏名

を
は、住所欄には主たる事務所の所在地を、
を記載すること。
にあっては代表者の氏名)を白署する場合は、押印は不要です。 J
は、住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び
を記載すること。 J

「備考

「氏名」

氏名欄にはその名称及び

を」
H
H「

「
「
「「氏名別記第 4号様式中

を
は、住所欄には主たる事務所の所在地を、
を記載すること。
にあっては代表者の氏名)を白署する場合は、押印は不要です。 J
は、住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び
を記載すること。 J

「氏名」

氏名欄にはその名称及び

をJ
 

H
H
ドι↑ 「氏名別記第 5号様式中

「備考

に改める。

合

名

人

合

名

場

氏

法

場

氏

の
の
(
の
の

人

者

名

人

者

法

表

氏

法

表

代

代

1

2

「
l

1 農地の面積は、毒物又は劇物の使用の対象となる作物の作付面積を記載してく
ださい

2 この様式中不要の文字は、使途に従い抹消してください。
「 農地の面積は、毒物又は劇物の使用の対象となる作物の作付面積を記載してく
ださい。

この様式中不要の文字は、
こ改める。

「代表者の氏名 I

使途に従い抹消してください。

を」
H
H「

「
「
「「代表者の氏名別記第 6号様式中

を

「備考

こ改める。

1 法人の場合
代表者の氏名

2 氏名(法人

「 法人の場合
代表者の氏名

を
は、住所欄には主たる事務所の所在地を、
を記載すること。
にあっては代表者の氏名)を白署する場合は、押印は不要です。 J
は、住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び
を記載すること。 J

「備考

「氏名」

氏名欄にはその名称及び

をJ
 

H
H
ドι↑ 「氏名別記第 7号様式中

は、住所欄には主たる事務所の所在地を、
を記載すること。
にあっては代表者の氏名)を自署する場合は、押印は不要です。 J
は、住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び

に改める。
を記載すること。

ア 「備考 1 氏名を白署
別記第 9号様式中「氏名 印」を「氏名 Jf2':_、 2 この様式中

する場合は、押印は不要です。
不要の文字は、使途に従い抹消してください。」を「この様式中不要の文字は、使途に

従い抹消してください。 Jに改める。

を

「氏名」

氏名欄にはその名称及び

を」
H
H「

「
「
「「氏名別記第 8号様式中

場
氏
法

の

の

(

人
者
名

法
表
氏

代
1

2

「

「備考

法人の場
代表者の氏

こ改める。

1 法人の場
代表者の氏

2 氏名(法
3 この様式

を
合は、住所欄には主たる事務所の所在地を、
名を記載すること。
人にあっては代表者の氏名)を白署する場合は、押印は不要です。 J
合は、住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び
名を記載すること。 J

「備考

「氏名」

氏名欄にはその名称及び

をl
l
」

H
H
ドι↑

 

「氏名別記第 10号様式中

「氏名」をl
l
」

H
Hド

「

F「氏名別記第 1 1号様式中



合は、住所欄には主たる事務所の所在地を、
名を記載すること。
人にあっては代表者の氏名)を自署する場合は、押印は不要です。
中不要の文字は、使途に従い抹消してください。
合は、住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び
名を記載すること。
中不要の文字は、使途に従い抹消してください。
(熊本県覚醒剤取締法施行細則の一部改正)

第 84条 熊本県覚醒剤取締法施行細則(平成 14年熊本県規則第 13号)
ように改正する。

別記第 1号様式の備考以外の部分中「印」
号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。

別記第 2号様式の備考以外の部分中「印」
号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。

別記第 3号様式の備考以外の部分中「印」
号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。

別記第 4号様式の備考以外の部分中「印」
号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。

別記第 5号様式の備考以外の部分中「印」
号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。

別記第 6号様式の備考以外の部分中「印」
号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。

別記第 7号様式の備考以外の部分中「印」
号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。

別記第 8号様式の備考以外の部分中「印」
号を第 2号とし、第 4号を第 3号とする。

別記第 9号様式を次のように改める。

54 

氏名欄にはその名称及び 「 法人の場

代表者の氏

この様式

第 38号

に改める。

号外

を

報/，¥. 
..L二、県本

己
巳
竹

内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 30日

の一部を次の

同様式備考中第 2号を削り、第 3を削り、

同様式備考中第 2号を削り、第 3を削り

同様式備考中第 2号を削り、第 3を削り、

同様式備考中第 2号を削り、第 3を削り、

同様式備考中第 2号を削り、第 3を削り

同様式備考中第 2号を削り、第 3を削り、

同様式備考中第 2号を削り、第 3

同様式備考中第 2号を削り、第 3

を削り、

を削り
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5 事散の届出をし、又は鹿棄した場合には、備考捕に教最及び事由を記載してく

ださい。

6 品名構には、剤型別に一般的名称を記載してください。

7 この様式中不要の文字は、使途に縫い抹補してください。
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(熊本県大麻取締法施行細則の一部改正)
第 85条 熊本県大麻取締法施行細則(平成 14年熊本県規則第 14号)の一部を次のよ

うに改正する。
別記第 1号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考中第 2号を削り、第 3

号を第 2号とする。
別記第 3号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考中第 2号を削り、第 3

号を第 2号とする。
「備考 場

氏

法

式

代

の
の
(
様

1

2

入
者
名
の

法
表
氏
こ
考

代

備

1
i

ワ山

q
u
「
l

を

別記第 4号様式中「氏名 印」を「氏名」に、

合は、住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び
名を記載してください。
人にあっては代表者の氏名)を自署する場合は、押印は不要です。
中不要の文字は、使途に従い抹消してください。
法人の場合は、住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び
表者の氏名を記載してください。
この様式中不要の文字は、使途に従い抹消してください。
る。

別記第 5号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考中第 2号を削り、第 3
号を第 2号とする。

別記第 6号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考中第 2号を削り、第 3
号を第 2号とする。

別記第 7号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式中備考第 2号を削り、備考
第 1号を備考とする。

別記第 8号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式中備考第 2号を削り、備考
第 1号を備考とする。
(熊本県砂防指定地管理条例施行規則の一部改正)

第 86条 熊本県砂防指定地管理条例施行規則(平成 15年熊本県規則第 5号)の一部を
次のように改正する。

に改め

別記第 1号様式の備考以外の部分中「印」を削り 同様式中 1r 備考 申請者欄の

- ，~ 一一一 1を削る

別記第 2号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式中備考第 1号を削り、備考
第 2号を備考とする。

1 r 備考 申請者欄の
別記第 3号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式中 | 

一円 一一一一 |」を削る

11 備考 申請者欄の
別記第 4号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式中 | 

」円 一一一 J」を削る

別記第 6号様式の備考以外の部分中「印」を削り 同様式中 r
l

備考 申請者欄の

一 円 一一一「一一 一一一 lj を日印叩目印削恥lリIJ-'5同る

「河| 備考 申請者欄の
別記第 7号様式の備考以外の部分中「印巨印H恥」を削り、同様式中 | 

円 一一一一 J Jを削る

(熊本県公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則の一部改正)
第 87条 熊本県公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則(平成 16年

熊本県規則第 4 6号)の一部を次のように改正する。
別記様式中「印 I を削る。

(熊本県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則の一部改正)

氏名(代表者氏名)を白署す G場合は、押ドIJは小嬰です。

氏名(代表者氏名)を白署す。場台は、押ドIJは小嬰です。

氏名(代表者氏名)を白署す G場合は、押ドIJは小嬰です。

氏名(代表者氏名)を白署す。場甘は、押ドIJは小安です。

氏名(代表者氏名)を自署す。場合は、押ドIJは小宴です。
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に改める。
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内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 30日
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備考 試に描けゐ凶由等を部付してくたdい。

(1) 捕護等をする区域の状況を明らかにした図面

(2) 補擁等をした傭体を鶴養し、又は栽培しようとする場合にあっては、餌養

又は栽培のための施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

(3) 捕縄等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕麓等の方法を

明らかにした図面
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別記第 4号様式の備考以外の部分中
第 2号を備考とする。

別記第 6号様式の備考以外の部分中
第 2号を備考とする。

別記第 8号様式の備考以外の部分中
第 2号を備考とする。

別記第 10号様式の備考以外の部分中
考第 2号を備考とする。

別記第 1 1号様式の備考以外の部分中
別記第 12号様式の備考以外の部分中

考第 2号を備考とする。
別記第 15号様式の備考以外の部分中

考第 2号を備考とする。
別記第 17号様式中「印 J を削る。
別記第 18号様式の備考以外の部分中

考第 2号を備考とする。
(熊本県食の安全安心推進条例施行規則の一部改正)

第 8 9条 熊本県食の安全安心推進条例施行規則(平成 17年熊本県規則第 3 1号)
部を次のように改正する。

様式第 2号及び様式第 3号中「印」を削る。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業者等の指定等に関する規則の一部改正)
第 90条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(平成 18年熊本県規則第 65号)の一
部を次のように改正する。

別記第 1号様式から別記第 5号様式までの規定中「印」を削る。
(熊本県児童福祉法に基づく指定通所支援事業所及び指定障害児入所施設の指定等に関

する規則の一部改正)
第 9 1条 熊本県児童福祉法に基づく指定通所支援事業所及び指定障害児入所施設の指定

等に関する規則(平成 19年熊本県規則第 15号)の一部を次のように改正する。
別記第 1号様式から別記第 4号様式までの規定中「印」を削る。
(熊本県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行

細則の一部改正)
第 92条 熊本県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律施行細則(平成 19年熊本県規則第 35号)の一部を次のように改正する。
別記第 1号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式中備考第 1号を削り、備考

第 2号を備考とする。
別記第 2号様式の備考以外の部分中
別記第 3号様式の備考以外の部分中

第 2号を備考とする。
別記第 4号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考を削る。

(熊本県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特
定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の一部改正)

第 93条 熊本県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則(平成 20年熊本県規則第 40号)
の一部を次のように改正する。

別記第 1号様式の(記入上の注意)以外の部分中「印」
別記第 2号様式から別記第 4号様式までの規定中「印」
別記第 5号様式及び別記第 6号様式中「⑮」を削る。
別記第 8号様式及び別記第 9号様式中「印」を削る。
別記第 15号様式中「受領印」を「記名欄」に改める。
別記第 2 1号様式、別記第 2 3号様式、別記第 2 8号様式及び別記第 3 1号様式中

印」を削る。
(熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則の一部改正)

第 94条 熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則(平成 2 2年熊本県規則第 2 5 
号)の一部を次のように改正する。

別記第 1号様式を次のように改める。
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備考 来欄i立、記入しないでください。
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2 I計醐期間j は、提出する Rの属する年度以降5か年度以内の期間そ置定してください。
3 r基準年度j とは、原則、計画期間の前年度としますが、事業者が定める地球種暖化対策に係る計画にお

いて別に2住める碁準年度がある場合は当該年度t-幕準年度とすることができます。この場合、計画期間
の前年度の実績を f前年度の実績j構に記入してください。
「目標年度j とは、計画期聞の最終年度をいいます。

4 温室効果ガス算定排出量の対象とする温室効果ガスは、エネルギーの控用に伴って発生する二酸化康素と
します。

5 原単位による医標を設定する場合は、「原単位撞謹効果ガス算定排出量j捕を記入してください。
f原単位の考え方」欄には、温室効果ガス排出最の抑制に係る取組等が適正に皮映されると考えられる指
標{生産数量、延べ床荷積等}や設定に係る考え方等を記入してください。

6 r特記事項j捕には、過去の温室効果ガス排出削誠に係る実離や地球温躍化紡止に寄与する技術文は高品
の開発等の取組があれば、記入してください。
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原棉換軍艦数 kl/GJ

原油換算エネルギ}能朋量

備考 1 計画期間の前年度のエネルギ}控用量について、エネルギーの使用の合理化に関する法樟施

行輝則第4条の方法により換算してください。

2 本表i立、熊本県地球彊暖化の紡止に関する条例施特捜期第5条第1号に該当する特定事難者

(大規模エネルギー使用事業者)のみ記入してく百さい。

3 都市ガスの換算部教は、ガス供給事業者ごとの実際の数値を用いてください。
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計闘の進捗又は遺成の状況等

特 記 事 項

備考 1 口のある欄には、該当するロ内に fレ印j を記入してください。
2 「計画期間j並びに f基準年度Jr前年度Jr目標年度」及びそれらの排出量は、提出済の事業活動温醍化

対策計画書に一致させてください。
3 f計画の進捗xは遺成の状況等j欄には、計画期間における排出量削誠の進捗の状況及び計画終了時にお

ける事業活動温腫化対策計画書に掲げた温室効薬ガスの排出の抑制の最に係る困標の達成又は未達成の
理由等があれば、記入してください。

4 f特記事項j欄には、過去の温室効巣ガス排出削棋に係る実績や地球温鰻化蹄止に寄与する技飾文は繭品
の開発等の取組があれば、記入してください。
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生する二酸化炭棄の語皇室効果ガス葬定排出量を地球櫨腰化対策の推進に関する

法樟施行令第3条に損症する方法により算定してください。

2 rエネルギ}の控用に伴って塾生するニ酸化競講の温室効愚ガス算定排出最Jの

捕には、次の(1)....._，(3)に掲げる量{艦人への電気又は熱の供給に採るものを除

く。)の合計最高?記載してください。

(1) 燃料の使用に伴って難生するニ酸化炭講の排出量

(2) 他人から供給された篭無の佐用に持って発生する二酸化炭素の排出量

(3) 他人から供給された熱の慣用に伴って発生する二酸化炭素の排出最

3 原轍換算エネルギ}般用量が1500kl未満である事業所については、まとめて記入

してもかまいません。
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援樽は、記入しないでください。情考
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4 Iマイカ}埴輔j どは、楠本県地車温鞍fむの腕比に関する来例措加来蕗1頃に輝疋すゐ

f誕業員の自家用自動車による通勤j をいいます。

5 rマイカー通勤の状祝j は、 4JJ1日現在の状況について記入してください。

6 rマイカ一通勤する従業員jには、宵見、介護等のためマイカ一通勤が必要な者を吉み

ません。

7 事業所のエコ通勤の取組方針を「ノーマイカー通勤j、「マイカー通勤者前揮とした膿料

の使用抑制(エコドライブの促溝等)Jの双方又は一方から選択し、具体的な取組の内

審を記入してください。

8 r特記事項j欄には、マイカ}通勤者の総数や排出抑制のために実掘しようとする措置

に係る目標(数値目揮等)等があれば、記入してください。
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誕欄l立、記入しないでください。構考
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正当書家駅及ひ停園前かb事業所までの距陣泣vm要時酎考告を醤己人してえたさい。

4 rマイカー通勤j とは、熊本県地球温醍1~の前止に関する条倒第四条第l壊に規定する

f従業員の自家用自動車による通勤j をいいます。

5 rマイカ一通勤の状況j は、 3月31日現在の状配について記入してください。

6 rマイカー通勤する従業員J，こは、育!底、介護等のためマイカー通勤が必要な者を合み

ません。

7 r極室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した措簡の内容j欄iとは、揖出曹のエコ

通勤環境配温計画書で選択した噴目について、実施した措置の内容を記入してくださ

8 r特記事噴j欄には、マイカー通勤者の総数や排出抑制のために設窓した目標(数値目

樺等)の進捗又は達成の状視噂があれば、記入してください。
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接 受 付 樺 来描 要

情考 1 ロのある欄には、該当する口内に「レ印j を記入してください。

2 蝦欄は、記入しないでください。

3 r環境配感評値結巣jとは、知事が別に定める撞築物に保る環境性能者評価するシス

テムによる環境への配慮のための措置ごとの詳細結果及びこれらの措穫の総合的な

評価結県をいいます。
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備考 1 r計画書又は直近の変更計画書の提出回j捕は、建築物環境罷癒変更計画書の提出が

あった場合に、直近の建築物環境配車変更計画書の提出回命記入してください。

2 滋欄lま、記入しないでください。
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備考 1 r計蘭書又は直近の変更計商書の提出ElJ欄は、建築物環境配車変更脅す蘭書の提出が

あった場合に、直近の建築物環境配塵変更計画書の提出日を記入してください。

2 楽欄i立、記入しないでください。
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構考 1 むのある欄には、草案当する口内iこ「レ印Jを記入してください。

2 鼠捕は、記入しないでください。

3 r環境配麗評価結巣jとは、知事が別に定める建築物に揺る環境性能を評価するシス

テムによる環境への醍慮のための措置ごとの評価結果及びこれらの措置の総合的な

評価結果をいいます。
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(障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例施行規則の一部改正)
第 9 5条 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例施行規則(平成 2 3年熊本

県規則第 35号)の一部を次のように改正する。
別記第 2号様式の備考以外の部分中「印」を削り、

第 2号を備考とする。
別記第 4号様式及び別記第 5号様式中「印」を削る。
(熊本県建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の一部改正)

第 96条 熊本県建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成 24年熊
本県規則第 15号)の一部を次のように改正する。

別記第 1号様式(第 1面)備考以外の部分中「印」を削り、
第 1号を削り、第 2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とする。

別記第 2号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考中第 1号を削り、第 2
号を第 1号とし、第 3号を第 2号とする。

別記第 3号様式の備考以外の部分中「印」
別記第 4号様式の備考以外の部分中「印」
別記第 7号様式中「印」を削る。
別記第 9号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考を削る。
別記第 10号様式の備考以外の部分中「印」を削り、同様式備考を削る。
(熊本県水産業協同組合法施行細則の一部改正)

第 97条 熊本県水産業協同組合法施行細則(平成 27年熊本県規則第 21号)
次のように改正する。

別記第 1号様式の備考以外の部分中
第 2号を備考とする。

別記第 3号様式の備考以外の部分中
第 2号を備考とする。

別記第 4号様式の備考以外の部分中
第 2号を備考とする。

別記第 7号様式の備考以外の部分中
第 2号を備考とする。

別記第 8号様式の備考以外の部分中
第 2号を備考とする。

別記第 1 1号様式の備考以外の部分中
考第 2号を備考とする。

別記第 12号様式の備考以外の部分中
考第 2号を備考とする。

別記第 13号様式の備考以外の部分中
考第 2号を備考とする。

別記第 14号様式の備考以外の部分中
考第 2号を備考とする。

別記第 17号様式の備考以外の部分中
3号を第 2号とする。
別記第 19号様式の備考以外の部分中

考第 2号を備考とする。
別記第 20号の 2様式中「印」を削る。
別記第 2 1号様式の備考以外の部分中「印」

考第 2号を備考とする。
別記第 2 8号様式の備考以外の部分中

考第 2号を備考とする。
別記第 29号様式の備考以外の部分中

考第 2号を備考とする。
(熊本県博物館ネットワークセンタ一条例施行規則の一部改正)

第 9 8条 熊本県博物館ネットワークセンタ一条例施行規則(平成 2 7年熊本県規則第 2
6号)の一部を次のように改正する。
別記第 1号様式の備考以外の部分中
別記第 2号様式の備考以外の部分中
別記第 3号様式の備考以外の部分中
別記第 4号様式の備考以外の部分中

第 2号を備考とする。
(熊本県主要農作物種子の生産及び供給に関する条例施行規則の一部改正)

第 9 9条 熊本県主要農作物種子の生産及び供給に関する条例施行規則(令和元年熊本県
規則第 22号)の一部を次のように改正する。

別記第 1号様式の備考以外の部分中「印」を削り、
第 2号を備考とする。

別記第 2号様式の備考以外の部分中
第 2号を備考とする。
(熊本県部落差別の解消の推進に関する条例施行規則の一部改正)

第 100条 熊本県部落差別の解消の推進に関する条例施行規則(令和 2年熊本県規則第
3 4号)の一部を次のように改正する。
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公布の日から施行する。
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熊本県訓令第 18号
本庁各部(公室・局)課(グループ)
各地方出先機関

熊本県職員被服類貸与規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。
令和 3年 7月 30 日

熊本県知事
熊本県職員被服類貸与規程等の一部を改正する訓令

(熊本県職員被服類貸与規程の一部改正)
第 1条 熊本県職員被服類貸与規程(昭和 38年熊本県訓令甲第 2号)

に改正する。
別記第 1号様式から別記第 3号様式までの規定中
別記第 4号様式中「⑮」及び「回」を削る。
別記第 5号様式中「印 Iを「年月日」に改める。

(熊本県職員住宅管理規程の一部改正)
第 2条 熊本県職員住宅管理規程(昭和 4 1年熊本県訓令甲第 13号)

に改正する。
別記第 1号様式中「印」を削る。
別記第 3号様式、日IJ記第 4号様式及び別記第 5号様式中「⑮」を削る。
別記第 6号様式中「明渡し予定届」を「明渡し届」に改め、 「⑮ j を削る。

(熊本県当直規程の一部改正)
第 3条 熊本県当直規程(昭和 4 3年熊本県訓令甲第 15号)

る。
別記第 2号様式中「当直者受領印」を「当直者の受領確認」に、 「受領当直者印」を

「受領当直者の確認」に、 「受領課印」を「受領課の確認」に、 「受領者印」を「受領
者の確認I に改める。
(熊本県物品取扱規則に規定する帳簿及び書類の様式を定める訓令の一部改正)

第 4条 熊本県物品取扱規則に規定する帳簿及び書類の様式を定める訓令(昭和 60年熊
本県訓令第 3号)の一部を次のように改正する。

別記第 1号様式中「印」を削る。
別記第 2号様式の備考以外の部分中

印する」を「記載する I に改める。
別記第 2号の 2様式中「⑮ j を削る。
別記第 3号様式、別記第 4号様式、別記第 5号様式及び別記第 8号様式中

る。
別記第 9号様式その 2の備考以外の部分中

考第 4号を削る。
別記第 11号様式、別記第 12号様式及び別記第 14号様式から別記第 17号様式ま

での規定中「印 I を削る。
(熊本県職務育成品種規程の一部改正)

第 5条 熊本県職務育成品種規程(昭和 6 1年熊本県訓令第 3号)
正する。

別記第 1号様式中「職・氏名
備考第 1号を削り、備考第 2号を備考とする。

別記第 2号様式の備考以外の部分中「印」を削り、
第 2号を備考とする。
(熊本県公有財産取扱規則に規定する帳簿及び書類の様式等を定める訓令の一部改正)

第 6条 熊本県公有財産取扱規則に規定する帳簿及び書類の様式等を定める訓令(昭和 6
1年熊本県訓令第 5号)の一部を次のように改正する。
別記第 1号様式その 1中「印」を削る。
別記第 5号様式を次のように改める。

夫

の一部を次のよう

の一部を次のように改正す

郁

の一部を次のよう

島蒲

を削る。⑮
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令手口 3年 7月 3 0日から施行する。
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